
船舶事故調査報告書 

令和６年３月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和５年９月１１日 ２０時４５分ごろ 

発生場所 沖縄県伊江村伊江島西方沖 

 伊江島灯台から真方位２７４°５６０ｍ付近 

 （概位 北緯２６°４３.６′ 東経１２７°４４.７′） 

事故の概要  漁業取締船はやては、南東進中、浅瀬に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和５年１０月１１日、主管調査官（那覇事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁業取締船 はやて、６１トン 

 １３３７６９、沖縄県 

 乗組員等に関する情報 船長、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 船底外板に擦過傷及び凹損、船底箱の格子に変形 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過  本船は、船長ほか４人が乗り組み、伊江島周辺海域の漁業取締りの

目的で、ＥＣＤＩＳ（電子海図情報表示装置）を作動させ、約７ノッ

トの対地速力で、同島北西方沖を陸岸に沿って自動操舵により南進し

ていた。 

 本船の船橋では、船長が操船及び漁業取締りの監視業務に、機関長

が機関モニターで主機等の運転監視業務にそれぞれ当たっていた。 

 船長は、伊江島南西方付近の浅瀬に潜水漁（電灯潜り漁）の際に点

灯する灯光らしき光（以下「本件灯光」という。）を認めたので、本

件灯光を監視しようと手動操舵に切り替え、左転して船首を本件灯光

に向けた後、再び自動操舵に切り替えて本船を南東進させた。 

 船長は、伊江島灯台を左舷正横に視認した後、伊江島西岸から十分

に離れていると思い、目視で周囲を確認しながら本件灯光を見失わな

いよう監視することに集中していたところ、ゴトゴトという音ととも

に船体が大きく振動したのを感じ、本船が浅瀬に乗り揚げたことに気

付いた。 

 本船の喫水は、船首約１.２ｍ、船尾約１.１ｍであった。 

 船長は、本事故当時、ＥＣＤＩＳで船位を確認していたが、操縦席

の上部に設置されたＥＣＤＩＳのモニター画面の輝度が本件灯光の監

視の邪魔になると思い、同画面の輝度を下げていたので、同画面の浅

瀬等の水域表示が不明瞭であり、浅瀬に向かっていることに気付かな

かったと本事故後に思った。 



分析  本船は、ＥＣＤＩＳのモニター画面の水域表示が不明瞭な状態で南

東進中、船長が本件灯光を見失わないよう監視することに集中し、伊

江島南西方付近の浅瀬に向かっていることに気付かずに南東進を続け

たことから、同浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、ＥＣＤＩＳのモニター画面の水域表示が

不明瞭な状態で南東進中、船長が本件灯光を見失わないよう監視する

ことに集中し、伊江島南西方付近の浅瀬に向かっていることに気付か

ずに南東進を続けたため、同浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・漁業取締船の船長は、航行中、当直者が複数いる場合、操船と漁

業取締りの監視業務を分担し、他の業務を行わず、操船に集中す

ること。 

 ・船長は、夜間に浅瀬の存在する海域を航行する際、目視のみに頼

らず、ＥＣＤＩＳ等の航海計器を正しく活用して船位の確認を適

切に行うこと。 

 


